
建設業の人材確保・育成に向けて（イメージ）
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魅力ある職場づくり

人材確保

人材育成

建設業の人材確保・育成をサポート

技能労働者の処遇を改善し
安心して働けるための環境整備

技能労働者の処遇を改善し
安心して働けるための環境整備

建設業への入職を促すため、建設業の魅力
の向上や入職促進に向けたきめ細かな直接

的な取り組みを実施

建設業への入職を促すため、建設業の魅力
の向上や入職促進に向けたきめ細かな直接

的な取り組みを実施

若年技能労働者等を育成する
ための環境整備

若年技能労働者等を育成する
ための環境整備

・

連携
建設業者団体や企業と連携し、就労環境
の整備や人材確保・育成に向けた取り組
み等を実施

建設業者団体や企業が、人材確保・育成等
に取り組む際の助成金の支給やハローワー
クにおいて就職支援を実施

○ 長期にわたる建設投資の減少に伴い、競争が激化したことによる技能労働者の就労環境の悪化や復興需要、東京オ
リンピック・パラリンピック開催等による建設投資の増加に伴う建設業の人材確保・育成の必要性等を鑑み、これま
でも両省の現状認識の共有や相互の施策を支援するなど、国土交通省・厚生労働省で連携した取組を行ってきた。

○ 平成27年度においても引き続き、国土交通省・厚生労働省の両省で連携して施策等を実施し、建設業の人材の確保
・育成を進めていく。

建 設 事 業 者



建設業の人材確保・育成に向けて（概要）

１．魅力ある職場づくり

２．人材確保施策

３．人材育成施策

○ 社会保険未加入対策の推進
○ 適切な賃金水準の確保や雇用管理の知識習得・向上の推進
○ 雇用管理に資する助成制度の活用促進
○ 現場の安全管理の徹底

○ 若年者等の建設分野への入職促進
○ 女性の活躍促進

○ 地域における元請・下請、関係団体、教育機関等の連携による人材育成策の推進等
○ 事業主等による人材育成の促進
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○ 現在の建設業界の状況を踏まえ、建設業の人材確保に向けた、平成27年度にお
ける両省の取り組みを、「魅力ある職場づくり」 、「人材確保」、「人材育成」
の観点から実施。

○ 平成27年度に実施される両省で行われる施策等を以下の項目別に記載。



平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

社会保険未
加入対策の
推進

国
土
交
通
省

加入状況の把握 ・平成29年度に建設業許可業者の100％加入等の目標達成に向けて、社会保険等の加
入状況の調査等を実施。

行政によるチェッ
ク・指導

・建設業の許可時・経審時に加入状況を確認・指導。
・立入検査時に、加入状況に加え、元請企業の下請企業への指導状況を確認・指導。
・指導に従わず未加入の企業は、保険担当部局への通報や監督処分の対象とする。

直轄工事におけ
る対策

・直轄工事において、元請企業及び下請代金の総額が3千万円以上の工事における一
次下請企業を社会保険等加入企業に限定。

法定福利費の確
保に向けた対応

・法定福利費を内訳明示した見積書の活用状況について調査を実施。
・「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を改訂（平成27年4月1日）。
①内訳明示した見積書の提出について、元請企業から下請企業に対する見積条件に明
示することを新たに記載（下請企業が再下請に出す場合も同様）。
②提出された見積書を尊重し、各々の立場における合意に基づいて請負金額に適切に
反映することが必要であり、他の費用との減額調整を厳に慎むことを記載
・建設企業の経理実務等における法定福利費の明確化に向けた対応。
①建設業会計や経理実務における法定福利費の位置付けや取扱に関する整理。
②法定福利費を内訳明示する能力向上を図るため、建設業会計に関する研修（原価管
理等）を実施。
・実質的な法定福利費の担保に関する調査検討等。（法令改正・請負契約における措
置・代金支払における実務・商慣習など幅広い観点から検討）。

建設業の人材確保・育成に向けて（両省の取り組み）

１．魅力ある職場づくり

11
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平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

社会保険未
加入対策の
推進

国
土
交
通
省

その他の対応 ・「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を改訂（平成27年4月1日）
①平成29年度以降を見据え、すべての下請企業を適切な保険に加入したもの
に限定した工事や、工事の規模等に鑑みて可能である場合にはすべての作
業員を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施することが
望ましいと記載

②保険加入状況に関する作業員名簿の記載の真正性の確保に向けた措置に
ついて、「望ましい」から「努める」に改めるとともに、情報システムにおいて関
係資料を電子データで添付する方法によることを許容

③施工体制台帳、再下請負通知書及び作業員名簿について、下請企業と建
設労働者との関係を正しく記載した上で記載するよう明記

・一人親方の｢事業者性｣､｢労働者性｣の判断基準に係るパンフレットを活用した
更なる周知徹底。
・地方公共団体、業界団体、企業等の関係者に対して社会保険等未加入対策
について幅広く周知し各施策の促進を図るため、社会保険未加入対策等の更
なる推進に関する地方説明会を全国10カ所程度で開催（平成27年5月～7月）。

等

厚
生
労
働
省

行政による指導 ・建設業担当部局からの通報を受け、保険未加入事業所に対する指導。
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平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

適切な賃金水
準の確保や雇
用管理の知識
習得・向上の
推進

国
土
交
通
省

適切な賃金水準の確保 ・適切な賃金水準の確保について、建設業者団体等に対して要請を実施する。
・とび工・鉄筋工・型枠工の３職種を対象にモニター調査を実施し賃金動向の把
握を行う。

建設業退職金共済制度
の周知啓発

・建設業退職金共済制度の履行確保に向けて、発注者への周知・啓発及び民
間工事における加入促進を建設業者団体等に対して要請等を行う。

雇用管理改善の周知・
啓発

・建設業者団体や事業主に対して、雇用管理改善に向けた助成金の活用や雇
用管理制度導入に係る周知・啓発を実施する。

厚
生
労
働
省

雇用管理制度導入に係
るコンサルティング支援
（雇用管理改善促進事
業）

・中小建設事業主を対象に地域の業界団体等と連携して、雇用管理制度導入
に係るコンサルティングや好事例等のセミナー開催を実施する。

【H27年度新規事業】

事業主の適切な雇用管
理の知識習得・向上の
推進（建設労働者雇用
支援事業（雇用管理研
修））

・適切な雇用管理の知識習得・向上の推進のため、雇用管理責任者に対する
雇用管理研修を実施。H27年度については開催地域を拡充。
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平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

雇用管理に
資する助成
制度の活用
促進

国
土
交
通
省

助成金の活用促進に向
けた周知・啓発

・雇用管理制度導入や、高齢者の雇用環境整備に資する助成金の活用に向け
て説明会の開催等を行い業界団体へ周知・啓発を行う。

厚
生
労
働
省

建設労働者確保育成助
成金による支援
（雇用管理制度コース）

・雇用管理制度を導入する事業主に対する助成について中小企業以外へ適用
拡大を行うほか、助成対象メニューの追加、目標達成助成の創設を行う。

高年齢者が就労しやす
い環境整備への支援拡
充（高年齢者雇用安定
助成金）

・建設業等の人手不足が懸念される分野において、高年齢者の活用促進のた
めに雇用環境整備の措置を行う事業主に対する助成の拡充と要件緩和を実施。
（雇用環境整備措置）
①67歳以上への定年引き上げ
②定年の廃止
③65歳以上への定年引き上げと希望者全員を67歳以上まで雇用する継続雇
用制度の導入

現場の安全
管理の徹底

国
土
交
通
省

建設業における労働災
害防止対策

・建設災害防止協会が実施する熱中症対策の講習会等を周知する。
・平成２６年度に実施した「建設工事における労働災害防止に関する説明会（厚
生労働省と共催）」を踏まえ、厚生労働省と連携した効果的な労働災害防止
対策を実施。

・労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者を明確化するため、平成
２６年度に実施した建設業法令遵守ガイドラインの更なる周知徹底を図る。

厚
生
労
働
省

建設業における労働災
害防止対策

・建設業における職長の指導力向上のための研修会、墜落・転落災害防止対
策普及のための現場診断及び研修会に加え、新たに足場からの墜落防止対
策に関する研修会を実施。



平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

若年者等の建設
分野への入職促
進

国
土
交
通
省

建設産業戦略的広
報推進協議会

・総合HP「建設現場へGO!」の発信情報質量拡充。
・発信媒介メディアの多様化検討。
・広報拠点の拡大推進。（「建設現場へＧＯ！」の統一バナー及びロゴマークの
普及状況フォローアップ等）

・「子ども霞が関見学デー」を活用したイベント及び「工業高校キャラバン」の改
良及び継続実施。

・普通科高校、小中学校への広報事業を新たに実施予定。
・広報事業の水平展開に向け、「建設産業担い手確保・育成コンソーシアム」と
連携し、各地域における同種の協議会等へ広報事業実施を働きかけ。

建設産業担い手確
保・育成コンソーシ
アム

・建設産業の担い手確保・育成について、実績、知見、能力を有し、今後の担
い手確保・育成を推進していく意志を有する者によるコンソーシアムを昨年の
10月に設立し、地域における総合工事業団体、専門工事業団体、職業訓練
校、教育機関等による入職促進、定着、育成に資する事業を支援。（事務局
は（一財)建設業振興基金）

・地域の関係者が一体となって教育訓練体系を構築することを目指し、地域に
おける担い手確保・育成のためのネットワーク（地域連携ネットワーク）の取組
を支援する。

・地域連携ネットワークによる全国各地域の教育訓練体系の構築を支援するた
め、建設産業の担い手確保・育成に取り組む関係団体・機関が、知見やノウ
ハウ、様々な資源を活用して、効果的な教育訓練を行うことができるよう、プ
ログラム・教材等の条件整備を図るとともに、建設産業における担い手確保
のための広報を積極的に推進する。

・地域連携ネットワークにおける教育訓練体系の構築を支援するため、富士教
育訓練センターを中核とした職業訓練校のネットワークである「建設関連職業
訓練校等連絡会議」において、「プログラム・教材等の整備」における成果を
共有、活用されるよう情報提供に努めるとともに、この場を通じた各職業訓練
校間の情報交換、相互協力を推進する。

15

２．人材確保施策
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平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

若年者等の
建設分野へ
の入職促進

国
土
交
通
省

職業教育・キャリア教
育促進に向けた取組

・建設業者団体等が実施している職業教育・キャリア教育について調査し、先
進的な取組について取組事例を作成し周知する。

・小・中・高で活用できるよう、建設業の魅力や仕事の必要性について映像コ
ンテンツを作成し周知徹底する。

建設産業人材確保・推
進協議会

・就職支援コンテンツサイトに掲載している職種等の追加。
・従来から作成している「建設業界ガイドブック」の内容の充実を図り、若年者
に対して情報提供等を実施する。また、概要版を作成しハローワークや学校
に配布し建設業の仕事等の情報を周知啓発する。

・「私たちの主張」や「高校生の作文コンクール」の実施及び受賞作品の周知
啓発により、建設業従事者の意識の高揚を図るとともに、若年者の入職促
進を促す。

・人材確保育成に取り組んでいる団体や企業の事例を収集し情報の水平展
開を行うための「建設産業担い手確保・育成事例集」をwebに構築する。

厚
生
労
働
省

建設人材確保プロジェ
クトの推進

・プロジェクト未実施地域のうち、求人充足に係るニーズが高い地域において、
新たにプロジェクトを実施するとともに、建設分野の人材確保に向けた取組
等に伴い業務量の増加が見込まれる、就職支援コーディネーター未配置の
プロジェクト実施所に同コーディネーターを新たに配置。

プロジェクト実施所：59箇所（26年度）→68箇所（27年度）
就職支援コーディネーター：18名（26年度）→21名（27年度）

・資格・経験を有するものの建設分野への就職は希望していない者が当該分
野への就職を検討する契機となるよう、建設分野の求人の状況や建設業界
の動向に係る最新情報の提供を実施。

ジョブサポーターによる
きめ細かな支援

・大学などへのジョブサポーターの相談窓口設置・出張相談を実施するととも
に、中小企業団体・ハローワーク・大学等間の連携強化・情報共有化などに
より、新卒者・既卒者に対する就職支援を促進。

・建設等の人手不足が懸念される分野における地元企業の高校内企業説明
会等を実施。
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平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

若年者等の
建設分野へ
の入職促進

厚
生
労
働
省

建設労働者確保育成助成
金による支援（若年者に魅
力ある職場づくり事業コー
ス）

・若年労働者等の入職定着促進に取り組む事業主・団体に対する助成に
ついて中小企業以外へ適用拡大を行うほか、助成対象メニューの追加を
行う。

女性の活躍
促進

国
土
交
通
省

もっと女性が活躍できる建
設業へ向けた取組について

・平成２６年８月に国土交通省及び建設業５団体が５年で女性倍増を目標
に掲げて策定した「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」に基づき、
女性が働きやすい環境整備などについて官民挙げた取組を推進中。

もっと女性が活躍できる
建設業地域協働推進事業

・地域ぐるみで地域における女性活躍を推進するため、建設企業、業界団
体、教育訓練施設、行政等の地域の関係者のネットワークが協働して行う
地域ぐるみで女性の活躍を支える活動を支援。

厚
生
労
働
省

建設労働者確保育成助成
金による支援（若年者に魅
力ある職場づくり事業コー
ス）

・女性等の入職定着促進に取り組む事業主・団体に対して助成を行う。
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平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

地域における元
請・下請、関係団
体、教育機関等
の連携による人
材育成策の推進
等

国
土
交
通
省

建設産業担い手確保・育
成コンソーシアム（再掲）

・各ブロック又は都道府県毎に元請・下請、行政、教育機関等の実務者
が参加する協議の場を設置し、各地域毎の①人材確保・育成・処遇改
善等に関する情報共有、②学生に対する現場実習、セミナー等の実施、
③教育訓練の改善、等の取組を推進。

厚
生
労
働
省

建設労働者緊急育成支
援対策

・建設労働者緊急育成支援事業
離転職者、新卒者、学卒未就職者等を対象とした、型枠工等不足する
技能者に係る訓練から就職支援に至るまでのパッケージ型の、業界団
体等と連携した人材育成事業を創設。

【H27年度新規事業】
・認定職業訓練の拡充

広域団体認定訓練の新規実施団体認定、認定職業訓練の算定基準
引上げ等を実施。

・キャリア形成促進助成金の拡充
建設業を含むものづくり分野で企業単独・グループ企業単位等で行う
実習と座学を組み合わせた訓練（ものづくり人材育成訓練）への助成
制度を拡充。

ものづくりマイスター制度
による若年技能者等への
実技指導

・ものづくりマイスターを中小企業等に派遣し、若年技能者等への実技
指導を実施。 （27年度からマイスターの広域的な活用を図ること等に
より技能継承等の取組を強化）

建設分野における公共職
業訓練の拡充

・建設機械等の運転技能だけでなく、パソコンスキル講習等と組み合わ
せた「総合オペレーション科」等、建設分野の訓練コースを拡充。

３．人材育成施策
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平成27年度の建設業の人材確保・育成に向けた両省の取り組みの内容

項目 施策名 概要

事業主等による
人材育成の促進

国
土
交
通
省

人材確保・育成に係る
助成金等の有効活用
に向けた支援

・建設労働者の雇用改善、技能の向上等に向けた各種の助成制度が、
有効に活用され、若年者の入職促進や担い手の確保・育成に繋がるよう、
建設業者団体等への説明会の開催等周知・啓発を行う。
・団体や企業が参考にできるよう、教育訓練で活用できる各種助成金、
団体等が実施する事業で活用できる助成金等を整理し、助成金の活用
事例の作成や、相談等に対応する。
・厚生労働省のみならず経済産業省等の助成金の活用や、建設業の人
材確保育成に向けた制度についても建設業者団体等に対して説明会等
を実施し周知啓発を行う。

厚
生
労
働
省

建設労働者確保育成
助成金による支援（認
定訓練コース）（技能実
習コース）

・中小建設事業主等が雇用する建設労働者に対して技能向上のための
教育訓練を実施した場合に訓練期間中の賃金と訓練経費の一部を助成。



高校等への出前講座
等を実施しているが費
用がかかりすぎる。

どんな助成金
があるのかわ
からない。

助成金の種類が多
すぎてどれを使って
良いかわからない。

社員の技能訓練や
安全教育訓練の費
用がかかる。訓練
期間中の賃金が
もったいない。

会社の賃金体系や、
研修制度等労働者
の雇用に必要な制
度を整理したい。

ベテランの職人が

６５歳を過ぎたが雇
用したい。６５歳以上
が働きやすい職場
環境にしたいが費用
がかかる。

手続きが難しそう。
どこに行ったらいい
かわからない。

国土交通省と厚生労働省の連携

国土交通省
・助成金の説明会を開催
・助成金活用の事例を紹介

・担い手確保育成及び生産性に資す
る取組への相談支援

厚生労働省の助成金を活用

効率的かつ効果的に人材確保育成に取り組む

優良な職人の確保

国土交通省と厚生労働省の連携例（人材確保・育成に向けた連携）

○ 助成金を活用を周知するとともに、取り組みに応じた助成金を紹介することで、企業
や団体が、効率的・効果的に継続して人材確保・育成に取り組むことができる。

厚生労働省の助成金
・工業高校等への出前講座や、現場見学会の開催にかかる経費の助成
・技能訓練にかかる経費や、訓練期間中の賃金の助成
・賃金体系や研修制度等の雇用管理制度を導入等した場合に対する助成
・６５歳以上が働きやすい者の活用促進のために雇用環境整備を行う企業に対して助成
等、建設業の人材確保育成に対して助成金を支給

詳細は１１ページ以降の建設
業の人材確保に向けた両省の
取り組みの内容を参照

就労環境
の整備

助成金の活用
人材確保・育成

優良な職人
の確保

優良な企業

優良な職人の確保

目指す姿 ・最低限の就労環境の整備
（適切な賃金水準の確保、社
会保険への加入等）や能力評
価制度の導入等

・企業の負担を軽減

・効果的・継続的に人材
確保・育成に実施

・働きやすい就労環境を整備
し訓練を行うことで優良な職
人が定着

・

・優良な職人が多く技
術力が高く、品質が確
保できる企業
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Ａ工業高校

ハローワーク

企業

若年者等人材が欲しい

Ｂ普通高校 ハローワークは、所管内
の高校等とのネットワー
クを有している。

求人票

求人票

・高校生に専門校事業
を知ってもらいたい

Ａ工業高校

・高校生に建設業を
知ってもらいたい

国土交通省

Ｃ工業高校

団体・企業

求人票

・高校キャラバンの実施
・パンフレットの配布 等

・出前講座の実施
・現場見学会の開催

・サマースクールの開
催等

連携

・建設業のイメージが悪い
・専門工事業の職種を知らない
・建設業の会社を知らない

求職者

求人票

・建設業の魅力向上に向けた取
り組みを行い、建設業への求職
者を増やす必要がある。

・出前講座等を受け入れてくれる
工業高校等の開拓が必要

・普通高校とコネクションがない・
地域毎に温度差がある。

・全国で建設業をＰＲする事業を展
開する必要がある。

国土交通省と厚生労働省の連携

ハローワーク

Ａ工業高校 Ｂ普通高校

Ｃ工業高校 Ｄ普通高校

国土交通省

団体・企業

ハローワーク所管内の学校

連携

・建設業紹介ガイダンス
の開催
・合同出前講座の実施
・ガイドブックの配布
等、広く周知・啓発

・ガイダンス等の参加
に向けた周知
・ガイドブックの配布
等広く周知・啓発

・就職等の説明会を開
催

・建設業の魅力を効率的・効果的に発信
・学校と建設業の企業の関係構築

建設業の魅力向上し、若年者の入職が促進

求職者

求職者

現状

国土交通省と厚生労働省の連携例（建設業の魅力発信に向けた連携）

○ 個別で行っていた取り組みが、国土交通省と厚生労働省が連携することで、より広く
効果的に建設業の魅力を発信することができる。

21


